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保谷駅北口駅前広
場のモニュメントにつ
いて、市民の皆さん
のご意見を募集して
います。

面
保谷駅北口駅前広場
モニュメントの意見募集

緑と活気にあふれる
まちをめざして、平
成14年度から２年か
けて用途地域の見直
しをします。

面
用途地域の
見直しを始めます

� �
谷戸自転車駐車場の
快適性と安全性を向
上させるため、11月
初旬から１月下旬（予
定）まで工事します。

面
谷戸自転車駐車場の
整備工事を行います

�
市民の皆さんが主体
となって運営する市
民文化祭が、10月
26日～11月15日に開
催されます。

面
第２回市民文化祭
にご参加ください�
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10月は市都民税普通徴収第３期、国民健康保険料第４期、介護保険料第４期の納期です 納税･納付には便利な口座振替を
◆納税課（�田 �内線1353）、保険年金課（�田 �
内線１４８１）、介護保険課（�保 �内線２３２２）

市 民 参 加 条 例 の 概 要
・田無市・保谷市の合併により、今世紀最初に誕生したまち
・一人ひとりが輝くまちづくりを進め、次の世代へ引き継ぐこと
・ 市民と市との協働によるまちづくりが大きく前進する時代になっ
　たこと
・ 市民の意向を市政に的確に反映する仕組みを充実させることが必
　要なこと
・ 個性豊かで活力ある地域社会を実現させるため、この条例を制定
　すること

前　　文

・市政運営における市民参加の基本的な事項を定めること
・ 市民と市の役割を明らかにすることによって協働によるまちづく
　りを推進し、地域社会の発展を図ること

第１条
（目　的）

・ 市民参加（協働によるまちづくりを推進し、市民が市政に参加す
　ること）
・ 市民（市内に在住、在勤、在学する個人および市内に事務所また
　は事業所を有する法人その他の団体をいう）
・ 市民活動（市民の自発的な参加によって行われる不特定多数の者
　の利益、その他地域社会の利益を追求する活動をいう）

第２条
（定　義）

・すべての市民が参加することができる
・市民の自主性を尊重する
・市民と市が対等の立場でお互いの役割を理解し尊重する
・市民と市との情報の共有により実施する

第３条
（基本原則）

・ 自らの立場を自覚し、積極的な市民参加に努めること　市民相互
　の自由な発言を尊重し、主体的かつ民主的な市民参加に努めるこ
　と　市民活動を促進し、市政に関する関心を自ら高めるよう努め
　ること　

第４条
（市民の役割）

・ 市政情報の公開に努めること　市民参加の機会の積極的な提供と
　施策への反映に努めること　施策の実施結果について、市民に適
　切な方法により説明すること　市民活動への適正な支援を行う
　こと　市民参加の継続的な発展に向けて創意工夫に努めること

第5条
（市の役割）

・ ①市の基本的な計画　②憲章・宣言　③基本的な条例　④市民生
　活に重大な影響を与える条例　⑤市民の権利・義務に関する条例
　⑥その他、特に必要な事項の案の策定過程における市民参加手続
　の設定
・複数の市民参加手続の併用に努めること

第６条
（市民参加
手続の設定
等）

・ 審議会等、懇談会等の設置と会議公開の原則（会議開催情報の事
　前公表、傍聴者への配慮）、会議録の作成と公開
・市民公募の実施、構成員の男女比率の考慮、重複任用の回避
・構成員、選任区分等を毎年１回公開

第７条－12条
（附属機関
等の設置、
会議の公開
と市民公募）

・ 市民意見提出手続の実施（電話、ファクス、電子メール等による
　意見の募集）
・１か月以上の意見等の提出期間の確保、意見等の検討結果の公開
・意見等を提出する市民は、住所、氏名等を明らかにすること

第13条－16
条（市民意
見

提出手続）

・ 市民説明会の開催（市民と市および市民同士の自由な意見交換を
　目的とする）
・ 開催日時等の事前公表、資料の充実、開催記録の作成および公開

第17条－20
条（市民説明
会）

・ 市民ワークショップの開催（市民と市および市民同士の自由な議
　論により市民意見の方向性を見出すことを目的とする）
・ 開催日時等の事前公表、資料の充実、開催記録の作成および公開

第21条・22
条（市民ワー
クショップ）

・特に重要な政策で市民の意思を直接問う必要がある場合に実施
・ 投票事項、期日、投票資格者、投票方法等は、別に条例で定める
　こと

第23条
（市民投票）

・その他の市民参加手続の積極的な活用
第24条

（その他の
手続）

・見直し段階における市民参加手続の実施
第25条

（見直し段階）

・この条例の継続的な検証と見直し
第26条
（条例の
見直し）

�　

市
で
は
、
生
活
者
で
あ
る
市
民
の
意
向
を

市
政
運
営
に
反
映
さ
せ
る
仕
組
み
と
し
て
、

市
民
参
加
条
例
を
制
定
し
ま
し
た
。
条
例
に

は
、
市
に
お
け
る
市
民
参
加
の
基
本
的
な
理

念
と
、
市
の
政
策
立
案
過
程
に
お
け
る
参
加

の
具
体
的
な
手
続
き
が
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

前
文
か
ら
第
５
条
ま
で
の
総
則
部
分
に

は
、市
民
と
市
の
役
割
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

市
民
の
皆
さ
ん
に
主
体
的
・
積
極
的
な
市
政

へ
の
参
加
を
お
願
い
す
る
と
と
も
に
、
情
報

公
開
の
推
進
と
市
民
参
加
の
機
会
の
拡
大
等

を
市
の
役
割
と
し
て
い
ま
す
。

　

第
６
条
か
ら
の
手
続
き
部
分
で
は
、
①
総

合
計
画
な
ど
の
基
本
的
な
計
画
、
②
憲
章
・

宣
言
、
③
基
本
的
な
条
例
（
市
政
全
般
に
お

　

条
例
の
概
要

け
る
基
本
方
針
や
共
通
の
仕
組
み
を
規
定
す

る
条
例
）、
④
市
民
生
活
に
重
大
な
影
響
を

与
え
る
条
例
、
⑤
市
民
の
権
利
・
義
務
に
関

す
る
条
例
、
⑥
そ
の
他
特
に
必
要
な
事
項
の

案
の
策
定
過
程
に
お
い
て
、
審
議
会
、
懇
談

会
等
の
公
募
市
民
委
員
枠
の
確
保
、
市
民
意

見
提
出
手
続
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）、
市

民
説
明
会
、
市
民
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
市
民

投
票
、
そ
の
他
の
手
続
の
６
つ
の
方
法
の
う

ち
か
ら
１
つ
以
上
の
手
続
を
実
施
す
る
こ
と

に
よ
り
、
市
民
の
意
見
を
市
政
に
反
映
さ
せ

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
条
例

の
継
続
的
な
検
証
と
見
直
し
に
つ
い
て
も
条

文
化
し
ま
し
た
（
詳
し
く
は
左
表
を
ご
覧
く

だ
さ
い
）。

�　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
と
の
協
働
に
よ

　

条
例
案
の
検
討
経
過

り
、
新
市
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、

昨
年
８
月
、
公
募
市
民　

人
か
ら
な
る
ま
ち

２０

づ
く
り
市
民
会
議
を
設
置
し
ま
し
た
。
そ
し

て
、
こ
の
市
民
会
議
に
「
市
民
と
の
協
働
部

会
」
を
設
け
、
市
民
参
加
条
例
案
の
検
討
を

進
め
て
き
ま
し
た
。

�　

市
民
会
議
で
は
、
昨
年　

月
末
に
ま
と
め

１０

た
条
例
案
の
骨
子
を
基
に
、　

月
中
を
意
見

１１

の
募
集
期
間
と
す
る
と
と
も
に
、　

月
２
日

１２

に
市
民
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
す
る
等
、

幅
広
い
意
見
の
反
映
に
努
め
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、　

回
を
超
え
る
白
熱
し
た
議
論
の

１５

結
果
、
本
年
２
月
６
日
に
条
例
案
を
市
長
に

提
言
し
ま
し
た
。

　

今
議
会
で
可
決
・
成
立
し
た
条
例
は
、
市

民
会
議
か
ら
の
提
言
内
容
を
反
映
さ
せ
る
と

と
も
に
、
必
要
な
加
除
修
正
を
加
え
た
も
の

と
な
っ
て
い
ま
す
。

�　
「
市
民
と
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
」に

　

市
長
へ
の
提
言

　

皆
さ
ん
の
積
極
的
な
協
力
を

　
　
　
　
　
　

お
願
い
し
ま
す
！

は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
理
解
・
協
力
が
欠
か

せ
ま
せ
ん
。
条
例
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ

き
、
主
体
的
な
市
政
へ
の
参
加
を
お
願
い
し

ま
す
。　

　

市
民
参
加
条
例
は
、
新
生
西
東
京
市
に
ふ

さ
わ
し
い
条
例
と
し
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
と

の
協
働
に
よ
り
作
成
し
た
も
の
で
す
。
そ
し

て
、
こ
の
条
例
は
、
条
例
に
基
づ
く
市
民
参

加
の
手
法
が
定
着
し
、
協
働
関
係
が
発
展
し

た
段
階
に
お
い
て
は
、
市
民
と
市
と
の
よ
り

良
い
関
係
を
作
り
上
げ
て
い
く
た
め
、
見
直

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
市
民
会
議
案

に
あ
っ
た
、「
市
民
の
権
利
」、「
市
の
責
務
」に

つ
い
て
も
、
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
ま
す
。

■
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
！

　

条
例
、
市
民
会
議
の
提
言
書
等
は
、
情
報

公
開
コ
ー
ナ
ー
（
田
無
庁
舎
３
階
・
保
谷
庁

舎
１
階
）
で
閲
覧
で
き
ま
す
。
ま
た
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
　

９
月
議
会
で
「
西
東
京
市
市
民
参
加
条
例
」
が
可
決
さ
れ
、　

月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ

１０

　

ま
し
た
。
市
民
参
加
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

　

願
い
し
ま
す
。

　

◆
企
画
課
（
田
無
庁
舎�
内
線　

）
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